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こんなときは届け出が必要です
高齢者とご家族のための相談窓口

裏表紙

サービスなどの内容については、変更され
る場合がありますので、詳しくは各担当へ
お問い合わせください。
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とうきょう福祉ナビゲーション
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介護が必要となった原因は問われません。 
なお、交通事故などの第三者行為が原因の場
合は、市への届け出が必要です。詳細につい
ては市にお問い合わせください。

介護保険の対象となる病気※が原因で「要介護・
要支援認定」を受けた場合に、介護サービス・介
護予防サービスを利用できます。

・要介護・要支援認定を申請するとき
・サービスを利用するとき　　　　など

（要介護・要支援認定→12〜13ページ）サービスを利用するた
め、要介護・要支援認
定の申請をします。

要介護・要支援
認定の申請

要介護・要支援
認定

皆さん（被保険者）
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介護や支援が必要となって、要
介護・要支援認定の申請をする
ときに、西東京市へ提出します。

□ 要介護・要支援認定の申請

要介護・要支援の認定を受けると、その結果や有効期間など、サービスを利用するために大切
な情報が記載された保険証が交付されます。保険証が届いたら必ず確認するようにしましょう。

です。
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40 歳以上の皆さんが納める介護保
険料は、国や自治体の負担金などと
ともに、介護保険を健全に運営する
ための大切な財源となります。
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第1段階から第5段階の合計所得金額は年金収入
に係る所得金額を差し引いた額となります。

年金、給与などの収入から必要経費（公的年金
の場合は公的年金等控除額）を差し引いた所得
金額の合計で、配偶者控除や社会保険料控除
などの所得控除をする前の金額です。繰越損失
がある場合は繰越控除前の金額をいいます。

（短期・長期譲渡所得については特別控除の金
額を差し引いた額）
なお、平成30年度税制改正の影響が生じない
よう控除を行っています。

明治44年（1911年）4月1日以前に生まれた方
などで、一定の所得がない方や、他の年金を
受給できない方に支給される年金です。

※1 老齢福祉年金

※2 年金収入額

※3 合計所得金額

※4  第1段階から第3段階までの方の介護保険料については、公費を
投入することにより負担を軽減しています。

非課税年金（遺族年金、障害年金）以外の年金
の総支給額です。
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世帯全員が住民税非課税であって、本人の課税対象とな
る前年の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
の方、または生活保護の受給者の方、または老齢福祉年
金の受給者の方であって、世帯全員が住民税非課税の方

世帯全員が住民税非課税であって、第 1 段階または第 2
段階のいずれにも該当しない方
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介護保険料に関するお問い合わせ先

災害や生計を主として維持する者の失業などの影
響により収入が著しく減少し、保険料を納めること
が難しい場合は、保険料の減免や猶予を受けられる
場合があります。また、より低い負担にすれば生活
保護の対象にならないと福祉事務所で認定された
場合には、介護サービスの負担額・保険料などを低
い段階に変更することができる場合もあります（境
界層措置）。
困ったときは、お早めに介護保険料係にご相談くだ
さい。
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要介護・要支援認定の申請をしてから認定結果が通知されるまでの間も、「暫定ケアプラン」
を作成することで、介護サービスを利用することができます。ただし、認定の結果によって
は介護保険の給付が受けられない場合があります。まずはお住まいの地区を担当する地域包
括支援センター（52・53・75ページ参照）または居宅介護支援事業者にご相談ください。

要介護・要支援認定の審査結果が出ると、結果が記載された認定結果通知書と介護保険の保
険証(5ページ参照）が届くので、記載内容を確認しましょう。

「ケアマネジャー」は、利用者や家族からの相談に応じて、利用者の状態や必
要性に応じてサービスが利用できるように調整する介護の専門家です。
利用者がケアマネジャーを選ぶことができますし、変更することもできます。
その場合は地域包括支援センターに相談しましょう。
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市などが発行する事業者一覧のなかか
ら居宅介護支援事業者（ケアマネジャー
を配置しているサービス事業者）を選
び、連絡します。

入所前に見学したりサービス内容や利用料につい
て検討した上で、施設に直接申し込みます。

家族や地域包括支援センタ
ーの職員とこれからどのよ
うな生活を希望するのかな
どについて話し合います。

介護予防・生活支援サービス事業※３
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介護サービス

施設サービス

介護サービス

※ 1

※ 2

※ 3

介護予防・生活支援サービス事業※３

【ケアプランの作成】
ケアプラン（どのようなサービスをどのくらい利用す
るかを決めた計画書）を作成する際は、どんな生活を
送れるようになりたいかという希望をしっかり伝えま
しょう。

作成します

作成します

一般介護予防事業※３

利用します。

利用します。

利用します。

を

を

を

どのようなサービスをどのくらい利用する
かを決めた計画書のことです。作成に当た
って、利用者の自己負担は生じません。
契約にあたってはサービス内容や料金など
をよく確認しましょう。
総合事業については、P.37〜P.46参照。
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要 望  足の筋力を回復し、自分で家事ができるようになりたい
月 火 水 木 金 土 日

午
前

通所介護 通所 
リハビリ

訪問介護 訪問介護 訪問介護
午
後

納得のいくケアプランのために
　ケアプランは生活の設計図。目標の達成につながるサービスを組み込むことが大切です。「担当の
ケアマネジャーさんにすべてお任せ」ではなく、目標やどんな生活を送りたいかをケアマネジャー
に積極的に伝えましょう。
　サービス利用開始から一定期間後、目標が達成されているか評価します。サービス利用の途中で
も「自分の生活に合わない」「改善が見られない」という場合は、ケアプランの見直しができますの
で、遠慮なくケアマネジャーに相談してください。

主に自宅で受けるサービスが中心となるのが、「居宅サービス」です。「居宅サービス」
には、「家に訪問してもらうサービス」や「家から施設に通うサービス」、「短期間だけ
施設に入所するサービス」など、さまざまな種類のサービスがあります。

ケアプランの作成例（要介護 1 の方の例）

足の筋力回復のための機能訓練を行う。
外出することがよい気分転換にも。

家の中で転ばないため、
日常動作のリハビリ。
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同居家族がいるということだけで一律に生活援助が利用できないわけではありません。
生活実態を勘案して判断しますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。

※利用者負担はサービス費用の1割、２割または３割です。（34ページ参照）
※ 本冊子は、（　）内を利用者負担(1割の場合）のめやすとして掲載しています。実際の利用料金には各種の加算が加

わります。

介助

同居の家族がいる場合の「生活援助」のサービスについて
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看護師などが訪問し、介護予防を目的とした
療養上の介助や必要な診療の補助などを行い
ます。

「訪問看護」は、医師の指示によって注射などの医療行為が行われますが、「居宅療養
管理指導」には、医療行為は伴いません。日常生活で注意すべき点などについて相談
したり、アドバイスを受けたりするサービスです。可能であれば利用者だけでなく、
家族や介護する人もいっしょにアドバイスなどを聞いておくと良いでしょう。

介
か い

護
ご

予
よ

防
ぼ う

居
き ょ

宅
た く

療
りょう

養
よ う

管
か ん

理
り

指
し

導
ど う

薬局の薬剤師の場合
（月 4 回もしくは 8 回まで）

薬局の薬剤師の場合
（月 4 回もしくは 8 回まで）5,170円（517円） 5,170円（517円）
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選択して利用できるメニュー
⃝栄養改善…食事に関する指導など
⃝ 口腔機能向上…口の中の手入れ方法や、

咀
そ

嚼
しゃく

・飲み込みの訓練法の指導など

選択して利用できるメニュー
⃝ 運動器機能向上…筋力トレーニングなど

の機能訓練
⃝栄養改善…食事に関する指導など
⃝ 口腔機能向上…口の中の手入れ方法や、

咀
そ

嚼
しゃく

・飲み込みの訓練法の指導など

選択して利用できるメニュー
⃝ 個別機能訓練…個々の状態に応じた機能

訓練
⃝栄養改善…食事に関する指導など
⃝ 口腔機能向上…口の中の手入れ方法や、

咀
そ

嚼
しゃく

・飲み込みの訓練法の指導など

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰り
のリハビリテーションなどが受けられます。

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介助や機能訓練が日帰りで受けられます。

介護老人保健施設や病院・診療所で、介護予
防を目的とした生活機能の維持向上のためのリ
ハビリテーションなどを日帰りで受けられます。

1 日あたりのサービス費用のめやす
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介護老人福祉施設などに短期間入所して、食
事・入浴などの介助や機能訓練が受けられ
ます。

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食
事・入浴などのサービスや、生活機能の維持
向上のための機能訓練が受けられます。

有料老人ホームなどで、食事・入浴などのサ
ービスや生活機能の維持向上のための機能
訓練が受けられます。

介護老人保健施設などに短期間入所して、医
療や介護、リハビリテーションが受けられます。

有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介
助や機能訓練が受けられます。

介護老人保健施設などに短期間入所して、医
療や介護、生活機能の維持向上のためのリハ
ビリテーションが受けられます。

23



5

※サービスの種類、内容などは市町村によって異なります。
※利用者負担はサービス費用の1割、２割または３割です。（34 ページ参照）
※（　）内は利用者負担 (1 割負担 ) のめやすです。
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地
域
密
着
型
通
所
介
護　
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

事業者名称 電話番号 所在地（郵便番号順）
スリーベルデイ田無 042-439-3521 谷戸町１丁目
リハビリデイサービス　With You 042-410-0111 谷戸町３丁目
りんごの歌　北原町 042-452-9801 北原町２丁目
デイサービスセンター椿・ひばりが丘 042-463-8215 西原町５丁目
デイセンター　西原たいそうくらぶ 042-452-3674 西原町５丁目
はぁとデイサービス西原町 042-497-6194 西原町５丁目
昭和の学び舎 042-466-5117 田無町５丁目
GENKI NEXT 西東京田無町 042-497-6432 田無町７丁目
スマイルデイサービス笑み 042-452-3538 南町２丁目
こころデイサービス田無 042-452-5997 南町５丁目
ととろクラブ　※共生型（放課後等デイサービス） 042-450-0991 芝久保町２丁目
ととろキッズ　※共生型（放課後等デイサービス） 042-452-3469 芝久保町２丁目
デイサービス　すみなす 042-461-3090 芝久保町３丁目
ヒューマンライフケア花水木の湯 042-467-3481 芝久保町４丁目
ステップぱーとなー　ひばりが丘第２ 042-439-9479 ひばりが丘１丁目
デイサービスかたくりの里 ひばりが丘 042-438-8042 北町２丁目
レジリハデイサービスまぁぶる 042-439-9735 下保谷２丁目
結いの家・みかんの木 042-439-7883 下保谷５丁目
さくらサポート　住吉町 042-439-6215 住吉町２丁目
ルネサンス　元氣ジムひばりヶ丘 042-438-8234 住吉町２丁目
デイサービス　ポシャル 042-439-3444 住吉町３丁目
デイサービス　わがや 042-439-6382 泉町５丁目
ミラクル・ビスケ 042-439-3862 東町２丁目
アテインケアサービス 042-439-6502 東町２丁目
デイサービスセンター椿・保谷 042-439-4943 中町２丁目
デイサービス　夏の庭 03-5933-3463 中町６丁目
デイサービス　秋の雲 03-5933-3463 中町６丁目
りんごの歌　富士町 042-452-6928 富士町３丁目
デイサービス　リンク 042-452-5605 保谷町３丁目
シェモア白樺 042-497-6703 保谷町５丁目
デイサービス　いずみ SPA　保谷町 042-452-5869 保谷町６丁目
機能訓練デイサービス　ハチ東伏見 042-452-7665 東伏見３丁目
デイサービス　オリーブリーフ 042-410-1069 柳沢１丁目
歩くリハビリやすらぎ邸 042-452-9271 柳沢３丁目
デイサービス　やぎさわ 042-478-6900 柳沢３丁目
だんらんの家　武蔵境 0422-38-6890 新町４丁目
おとなりさん。小金井公園 0422-27-8465 新町６丁目

※共生型とは
　同一の事業所で介護保険と障害福祉の両方のサービスを一体的に提供する事業所のこと。（　）内は障害福祉サービスの名称
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認知症対応型通所
介護サービス事業者

事業者名称 電話番号 所在地（郵便番号順）
デイサービスセンター　クレイン 042-468-3300 西原町４丁目
年輪デイホーム 042-466-4984 田無町５丁目
デイサービス　悠花 042-439-6415 泉町 3 丁目
西東京市高齢者センター　きらら 042-451-1200 富士町１丁目
緑寿園ケアセンター 042-462-1206 新町１丁目

認知症対応型
共同生活介護
サービス事業者

事業者名称 電話番号 所在地（郵便番号順）
ばぶちゃんち 042-461-8183 緑町１丁目
ねんりんはうす 042-468-7835 田無町５丁目
グループホームのどか 042-457-4165 南町２丁目
グループホーム花・南町 042-452-2287 南町４丁目
エクセレント西東京オリンピア 042-468-1165 向台町１丁目
グループホームみんなの家・西東京 042-452-1171 芝久保町２丁目
ミアヘルサきずなホームひばりが丘 042-452-5086 ひばりが丘３丁目
グループホーム花 042-439-7787 下保谷１丁目
グループホームいずみ 042-424-1205 泉町３丁目
グループホームみどりの樹 042-439-9315 東町２丁目
愛の家グループホーム西東京中町 042-438-8811 中町６丁目
グループホーム花・富士町 042-452-2087 富士町５丁目

26



夜間対応型訪問介護
サービス事業者

事業者名称 電話番号 所在地（郵便番号順）
エルダリーケア 24　西東京 042-451-7751 田無町２丁目

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
サービス事業者

事業者名称 電話番号 所在地（郵便番号順）
そよ風定期巡回　たなし 042-460-5015 田無町１丁目
SOMPOケア 在宅老人ホーム西東京　定期巡回 042-439-5839 田無町４丁目
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小規模多機能型
居宅介護
サービス事業者

事業者名称 電話番号 所在地（郵便番号順）

ミアヘルサ小規模多機能ホームひばりが丘 042-452-5087 ひばりが丘３丁目

小規模多機能型居宅介護　みどりの樹 042-439-9311 東町２丁目

小規模多機能型居宅介護　花 042-452-1087 富士町５丁目

看護小規模多機能型
居宅介護
サービス事業者

事業者名称 電話番号 所在地（郵便番号順）

看護小規模多機能　ゆいなの森 042-452-3692 南町５丁目

※要支援の方は 
利用できません。
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所得が低い方を対象に、居住費（滞在費）および食費の自己負担を軽減する制度です。認定を受ける
には申請が必要です。認定要件および区分ごとの負担限度額は31ページをご確認ください。

31ページの認定要件に該当しない高齢夫婦などの 2 人以上の世帯で、1 人が施設に入所し費用を
負担したことで、在宅の方の生活費が一定額以下となってしまう場合などに、居住費および食費の
自己負担を軽減する制度です。詳細については、市の担当窓口にお問い合わせください。

【問い合わせ先】　高齢者支援課　介護指導給付係　☎︎ 042-420-2813
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【認定要件】

区分 所得の状況 預貯金などの資産の状況
65 歳以上の方 40 歳から 64 歳の方

第１段階

生活保護受給者の方など
老齢福祉年金受給者で、世帯全員（世
帯分離している配偶者を含む）が住民
税非課税の方

単身： 1,000 万円以下
夫婦： 2,000 万円以下

単身： 1,000 万円以下
夫婦： 2,000 万円以下

第２段階
世帯全員（世帯分離している配偶者を
含む）が住民税非課税で、前年の年金
収入など（※）が 80 万円以下の方

単身： 650 万円以下
夫婦： 1,650 万円以下

第３段階①

世帯全員（世帯分離している配偶者を
含む）が住民税非課税で、前年の年金
収入など（※）が 80 万円超 120 万円
以下の方

単身： 550 万円以下
夫婦： 1,550 万円以下

第３段階②
世帯全員（世帯分離している配偶者を
含む）が住民税非課税で、前年の年金
収入など（※）が 120 万円超の方

単身： 500 万円以下
夫婦： 1,500 万円以下

※年金収入など＝公的年金等収入金額（非課税年金を含む）＋その他の合計所得金額

31



支給の対象は、次の6種類です。
●腰掛便座（便座の底上げ部材を含む）
●特殊尿器（自動排せつ処理装置の交換部品）
●入浴補助用具（入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルトなど）
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具の部分
●排せつ予測支援機器（膀胱内の状態を感知し、尿量を測定するもの）

利用限度額／年間10万円まで（毎年4月から1年間、利用者負担分を含む）
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※ 事前申請の承認前に工事をした場合は、支給の対象となりませんので、
ご注意ください。

できるだけ複数の
業者から見積もり
をとり、内容を皆
さ ん で 検 討 し ま
しょう。

工事を始める前に、
市の窓口に、住宅改
修が必要な理由書
や申請書、改修予定
箇所の写真（日付入
り）など、必要書類
を提出し、改修の申
請をします。

ケアマネジャーに
相談します。

市の審査結果を受
けてから着工しま
す。
改修後、写真を撮影
します（日付入り）。
いったん改修費用
の全額を事業者に
支払います。

工事が完了したら、
市の窓口に写真や
領収書等を提出し、
改修が終わったこ
とを伝えます。

工事が介護保険の
対象であると認め
られた場合、工事
代金（20万円を限
度）から利用者負担
分を除いた額が支
給されます。

福祉用具購入費用と住宅改修費用は、利用者がいったん全額を支払い、申請後そのうちの保険
給付分が利用者へ支給される「償還払い」が基本です。西東京市では、利用者負担分のみを負
担し、残りの保険給付分は市が直接事業者に支払う「受領委任払い制度※」も導入しています。
※事業者が市に受領委任払い事業者として登録する必要があります。
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介護保険のサービスを利用したときは、費用の一部を利用者が負担します。利用者負担
が高額となったときには、負担を軽減する制度もあります。

※利用者負担が高額となったときには、負担を軽減する高額介護サービス費という
制度があります。（35ページ参照）

要介護・要支援認定などを受けた方には、負担割合を示す証明書が
発行されます。被保険者証とともにサービス利用の際に必要になりま
す。有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までで、毎年発行します。
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区　分 限度額（月額）

課税所得 690 万円（年収約 1,160 万円）以上 140,100円（世帯）

課税所得 380 万円（年収約 770 万円）～課税所得 690 万円 
（年収約 1,160 万円）未満

93,000円（世帯）

住民税課税～課税所得 380 万円（年収約 770 万円）未満 44,400円（世帯）

世帯全員が住民税非課税 24,600円（世帯）

前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額
の合計が 80 万円以下の方など

24,600円（世帯）
 15,000円（個人）

生活保護受給者の方など 15,000円（世帯）

区　分 限度額
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額

901 万円超 212万円
600 万円超～ 
901 万円以下 141万円

210 万円超～ 
600 万円以下 67万円

210 万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

区　分 限度額
課
税
所
得

690 万円以上 212万円
380 万円以上 690 万円未満 141万円
145 万円以上 380 万円未満 67万円

一般（住民税課税世帯の方） 56万円
低所得者（住民税非課税世帯の方） 31万円
世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員が年金
収入 80 万円以下で、その他の所得がない方 19万円

●給付を受けるには、申請が必要です。西東京市国民健康保険または後期高齢者医療制度にご加入し
ている方で、支給対象となる方には医療保険者からご案内いたします。

●同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。

同一世帯内において、 8 月 1 日から翌年 7 月31日までの 1 年間の介護保険と医療保険の両方を利
用して、介護と医療の利用者負担額が下表の限度額を超えたときは、超えた金額が払い戻されます。

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計が高額になり、所得によって定められた限度額を
超えたときは、超えた金額が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽減されます。

35



所得の低い方のうち特に生計が困難な方で、市への申請により認定を受けた方が、軽減を実施
している事業者で介護サービスを利用した場合に、利用者負担（1割負担）ならびに食費、居住
費および宿泊費が軽減されます。
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介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」）は、高齢者の介護予防と自立
した日常生活の支援を目的とした事業で、

※一部のサービスについては、要介護の方も対象となる場合があります。
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総合事業 利用の流れ

要介護・要支援認定を受ける

※事業対象者となったあとでも、要介護・要
支援認定を申請することができます。
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「介護サービス」の利用をご検討される、その前に

短期集中予防サービスを中心とした総合事業がスタート
　本市では、令和４年度に東京都のモデル事業『短期集中予防サービス強化支援事業』を活用し、
都の支援を受けながら短期集中予防サービス（介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サ
ービスC ）を創設しました。
　短期集中予防サービスの創設により、これからの西東京市の介護予防は「してあげる介護」では
なく「もう一度、元の暮らしを取り戻すための支援」を目指していきます。

“してあげる介護”から“もう一度、元の暮らしを取り戻すための支援”へ…

　リエイブルメントサービスとは、文字通り「再びできるようになる」という意味で、近年欧米で
大きく注目されている短期集中予防サービスです。
　そこでは、いったん日常生活に困難を覚える状態になった人々が「もう一度、元の暮らしを取り
戻す」ことを目指し、実際に大きな成果を上げています。

　日本国内においても、リエイブルメントの考え方を取り入れた短期集中予防サービスを実施し始
める市区町村が年々増加しています。短期集中予防サービスを実施している市区町村においては、
多くの利用者が「元の暮らしを取り戻す」ことに成功し、自分らしい生活を営んでいます。

リエイブルメントで自分が望む生活を取り戻す

　日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し利用者が継続して自己管理
できる力（セルフマネジメント力）と自信を身につけることで、心身の状態を維持・
改善できるように支援します。

　買い物に行ったり、ご友人やご家族と会ったり、地域の通いの場に
行くなど…再び、住み慣れた地域で自分らしく生活できるように支援
します。

　短期集中予防サービスは、要支援状態になり自信や意欲を失ってしまった方が、もう一度、元の
暮らしへ戻るためのサービスです。主にリハビリテーション専門職などによる面談を中心とした３
か月間の支援を実施していきます。

短期集中予防サービスとは？

短期集中予防サービス 　（42ページ参照）
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西東京市では、社会参加の場 をご用意しています。

●「いきいき百歳体操」始めてみませんか？
　お友達同士で始められて、誰でもできる「いきいき百歳体操」をご紹介しています。

【問い合わせ】高齢者支援課　在宅療養推進係　☎︎ 042-420-2812

●「交流する場」に参加してみませんか？
 ▶高齢者クラブ（P.70） ･･･････････60歳以上の方が対象。社会奉仕活動、健康・生きがい活動を実施。
 ▶街中いこいーなサロン（P.46） ･･･年齢問わず誰でも参加できます。おしゃべり、体操などを実施。
 ▶いきいきミニデイ（P.70） ･･･････65歳以上の方が対象。趣味やレクリエーション活動などを実施。

 ※対象者以外の方でも参加できる場合があります。

西東京市地域サポート「りんく」
　生活支援コーディネーター（SC）を配置し、高齢者が地域で自分らしく生活できるよう、
以下の活動を行っています。サロン活動やボランティア活動など、お住まいの地域にはどん
な活動があるのか知りたい方は、ぜひお問い合わせください。

　【活動内容】
 ▶  住民同士の助け合いの活動・住民組織・ボランティア団体・NPO法人などによる 
地域における取り組みの把握
 ▶団体同士のネットワーク構築・ボランティアの養成
 ▶協議体（地域サポート連絡会）の設置・運営
 ▶ささえあいネットワーク事業・介護支援ボランティアポイント制度

【問い合わせ】　 西東京市地域サポート「りんく」　☎︎ 042-497-4163 
田無町5-5-12　田無総合福祉センター内

●学びの場・趣味のサークルに参加してみませんか？
　市内の福祉会館や老人福祉センターなどにて、各種教室やサークル活動が活発に行われています。

　（72ページ参照）

【問い合わせ】　高齢者支援課　地域支援係　☎︎ 042-420-2811

●フレイルチェックを受けてみませんか？
　フレイル（虚弱）は早めに気づくことが重要です。ご自身の状態を確認できる「フレイルチェ
ック」を受講してみませんか。

フレイル予防のすすめ 　（48ページ参照）

【問い合わせ】高齢者支援課　在宅療養推進係　☎︎ 042-420-2812
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介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業

短期集中予防サービス
　加齢や体力が落ちて出来なくなったこと…あきらめてしまっていること…ありませんか？
　このサービスは高齢者の「またできるようになりたい！」を応援する、「もう一度、元の暮らしを
取り戻す」ための介護予防のプログラムです。

自転車に乗って駅近くのスーパーまで 
５キロの米を買いに行けるようになった

趣味だった麻雀を再開し、 
週1〜2回は外出するようになった

「やれば出来るんだ！」という事を 
教えて頂いた気がする（96歳の方）

歩く事が苦手でバスを利用していたが、 
バス停2駅位歩こうと思えるようになった

サービス内容
 ▶3か月間、週1回2時間程度の通所サービス（全12回）

対象者
 ▶要支援認定（要支援1・2）もしくは事業対象者
※末期がん、難病、認知症の方は原則対象外

サービス費用
 ▶無料
※事業所により送迎費などの自己負担が発生する場合があります。

実際に短期集中予防サービスをご利用された
皆さまの声
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❶ ご自宅への訪問アセスメント
　リハビリテーション専門職と地域包括支援センター職員がご自宅を訪問し、生活
の様子や身体の状況を確認。
　元の生活を取り戻すための適切な目標をご提案いたします。

地域包括支援センター 　（54ページ・75ページ参照）

短期集中予防サービスの詳細

❸ 地域とのつながりの場へ…

 ●地域包括支援センター職員による、セルフマネジメント支援の実施
 ● 西東京市地域サポート「りんく」の生活支援コーディネーター（SC）による、地域の

「通いの場」や趣味活動、ボランティアなど…自分の好きな活動への参加につなげる支援

　短期集中予防サービス卒業後も自信をもって地域で活動しながら生活していけるように支援
いたします。

 西東京市地域サポート「りんく」　（41ページ参照）

❷ 短期集中予防サービスの開始

 ▶実施するプログラム（計12回）
 ●セルフマネジメント力向上のための個別面談【毎回】
 ●運動器機能向上プログラム【毎回】
 ●口腔機能向上プログラム・栄養改善プログラム【月1回ずつ】
※各プログラムの詳細は事業所により異なる場合があります。

　リハビリテーション専門職との個別面談にて、心身機能の改善、生活のしづらさ
の原因を取り除くための専門的なアドバイスや指導などを受けます。

プロの専門職による 
適切なアドバイスが 

受けられます！

⬇

⬇

【問い合わせ】　高齢者支援課　地域支援係　☎︎ 042-420-2811
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介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業

施設に通う ●通所型サービス
　デイサービスセンターなどで、食事・入浴などのサービスや、日常生活上の動作の維持向
上のための体操や筋力トレーニングなどが受けられます。

※選択メニューにより、別に費用が加算されます。
※利用プラン（利用回数、時間、送迎の有無）により金額が異なります。〈国基準相当型〉

１か月あたりのサービス費用のめやす　　17,856円（1,786円）～36,611円（3,662円）

　人員、設備などの事業所の指定基準を市が緩和してサービスを提供しています。
〈市独自基準型〉

１か月あたりのサービス費用のめやす　　12,751円（1,276円）～34,784円（3,479円）

対象者 要支援1・2の認定の方・事業対象者

日常生活の手助け ●訪問型サービス
　ホームヘルパーなどが訪問し、料理や掃除などを利用者と一緒に行い、利用者が自分でで
きることが増えるよう支援します。

　地域住民などのボランティアによる無料のサービスです。上記サービスでは提供できない
軽微なお手伝い（窓ふき、サロンへの同行、電球交換、水やりなど）を行います。

〈住民主体型〉

　生活援助のみを提供するサービスです。市の独自研修の修了者（西東京市くらしヘルパー）
がサービスを提供することもあります。

〈市独自基準型〉

１か月あたりのサービス費用のめやす　　12,342円（1,235円）～39,128円（3,913円）

対象者 要支援1・2の認定の方・事業対象者

※利用プラン（利用回数）により金額が異なります。
　身体介護が含まれるサービスです。

〈国基準相当型〉

１か月あたりのサービス費用のめやす　　12,994円（1,300円）～41,183円（4,119円）

※本冊子は（　）内を利用者負担（１割の場合）のめやすとして掲載しています。実際の利用金額には各種の加算が加わります。
※負担割合などは、34ページの介護保険に準じます。

　サービス利用に際しては、ご本人の意向や心身の状態を確認したうえで、地域包括支援セン
ター職員やケアマネジャーがケアプランを作成し、事業所やサービス内容を決定します。
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介護予防・日常生活支援総合事業

一般介護予防事業　①

閉じこもり予防

【はつらつサロン（通年・無料・随時受付）】
　 様々な理由で家に閉じこもりがちになっている方が社会とつながるためのお手伝いを

します。

介護予防プログラム

【高齢者向けのマシンを使うトレーニング】
　初めての方でもマシンに親しみ、体力づくりに取り組めます。

【介護予防講座】
　介護予防に必要な３つの知識について、実践を交えて学びます。

【出張講座】
　 よく噛み、よく食べるためのお口の講座・栄養の講座・運動の 

講座などを出向いて行います。

【いきいき百歳体操】
　 住民主体で行う簡単な体操です。ご家庭や集会所などで、体操

を始めたいグループに立上げ・継続支援を行います。

【問い合わせ】　高齢者支援課　在宅療養推進係　☎︎ 042-420-2812
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一般介護予防事業　②

街中いこいーなサロン

　地域住民などのボランティアによるサロン（集いの場）活動です。会員登録などはなく、 
行きたい時に気軽に参加できます。市内各地で様々な活動が行われています。

　　【費　用】 無料（お茶菓子代などの実費がかかる場合があります）
　　【内　容】 趣味の活動（歌・折り紙など）、介護予防体操、おしゃべりなど

介護支援ボランティアポイント制度

　市に登録を行った60歳以上の方が、特定のボランティア活動を実施することにより 
ポイントがつき、翌年度に換金できます。

　　【対象者】 西東京市内に在住の60歳以上の方

　　【内　容】 ●１ポイント100円
 ●１か月での上限は５ポイント（年間60ポイントが上限）
 ●年間6,000円が換金の上限
 ●年間５ポイント未満は換金の対象外（翌年度への持ち越しは不可）

【問い合わせ】　高齢者支援課　地域支援係　☎︎ 042-420-2811
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災害時および救急搬送時などの市民の安全安心を確保するために「救急医療情報
キット」を配布します。（※年齢にかかわらず、どなたでもお渡しできます）
救急医療情報キットとは、ご自分の意思が伝えられない状態のような救急時にもス
ムーズな搬送や治療につなげるために、ご自身の医療情報などの入ったプラスチッ
クの保管容器を冷蔵庫内に保管し、万一の時に備えるものです。

【問い合わせ】
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指は軽く添える程度

ふくらはぎの
一番太いところ

※上記以外にも45～46ページの一般介護予防事業に参加することもおすすめです。
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養成講座を受講したことがない方
参加者にはサポーターの証であるロバのス
トラップを差し上げます。
講座は市内で年間8回開催するほか、5名
以上集まっていただければ市内どこでも出
張講座いたします。

など

【問い合わせ】

【問い合わせ】
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市ホームページでも見ることがで
きます。

認知症カフェは、認知症の人やその家族、医療や福祉の専門職、認知症につい
て気になる人が地域でいつでも気軽に集まることができる場所です。市内各地
域の足を運びやすい場所にあり、悩みを相談することもできます。
新たな出会い、地域交流の場として気軽にご利用ください。
カフェの詳細につきましては、「西東京市認知症カフェガイド」を
ご参照ください。西東京市高齢者支援課、地域包括支援センター、
病院や薬局などに置いています。市ホームページでも見ることが
できます。

高齢者支援課　地域支援係　☎ 042-420 -2811【問い合わせ】

【 内 容 】

【問い合わせ】

【問い合わせ】

認知症カフェ
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地域包括支援センターのご案内
地域包括支援センターは、支えが必要な高齢者の心身の健康維持、安定した暮らしを
地域ぐるみで支えていくための拠点となる機関です。いつまでも「自分らしい生活」を
送れるように主任ケアマネジャーや社会福祉士・保健師（看護師）、認知症地域支援推
進員などが協力し合い、適切なサービスを提供します。

権利擁護事業
高齢者の保護や虐待の
防止・早期発見などに
取り組んでいきます。

総合相談支援事業
高齢者やその家族の相談を受け、
適切なサービスにつなげます。相
談内容によってサービス、制度に
関する情報提供や、関係機関への
紹介をします。

包括的・継続的
ケアマネジメント

支援事業
高齢者が、適切なサービスを
継続して利用できるように関
係機関との連携に努めます。
また、地域の皆さんと協力し、
さまざまな問題に対応するこ
とができる地域づくりに取り
組んでいきます。

介護予防
ケアマネジメント
要支援者や事業対象者

（37ページ参照）などの
介護予防に関する相談
や計画を支援します。

地域包括支援センター
主任ケアマネジャー

社会福祉士

認知症地域支援推進員

保健師（看護師）

協力・連帯（チームアプローチ）
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【問い合わせ】　健康課　事業調整係　☎︎ 042-438-4021

（脂質、肝機能、糖尿病、貧血、腎機能、痛風、アルブミン (65 歳以上の方）、
胃がんハイリスク検査（過去に未実施で、令和6年3月31日時点で74歳までの偶数年齢の方））

65歳以上の方の健康診査および各種検診
4（令和5年度）

24

昭和23年4月1日〜昭和24年3
月31日生まれの方および後期
高齢者医療保険に加入している
方
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5

5

5
3 月

水
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（健診）

胃がん検診（集団検診）
【 対 象 】   40歳以上で、前年度市の胃がん検診

を受診していない方
【 内 容 】  バリウムによる胃エックス線検査

喉頭がん検診（個別検診）
【 対 象 】  40歳以上で、特に喫煙される方
【 内 容 】  喉頭内視鏡検査
【 費 用 】  600円

前立腺がん検診（個別検診）
【 対 象 】  50歳から74歳までの偶数年齢の男性
【 内 容 】  血液検査（血清PSA検査）
【 費 用 】  500円

子宮頸がん検診（個別検診）
【 対 象 】   20歳以上で、前年度市の子宮頸がん

検診を受診していない女性
【 内 容 】   子宮頸部細胞診検査、視診、医師の判

断で子宮体部細胞診検査

肝炎ウイルス検診（個別検診）
【 対 象 】   40歳以上で、今まで一度も肝炎ウイ

ルスの検査を受けたことがない方
【 内 容 】   血液検査（B型、C型肝炎ウイルス検査）

成人歯科健診・歯周疾患検診（個別検診）
【 対 象 】   18歳以上の方
【 内 容 】   歯周病や虫歯などの検査および相談

【問い合わせ】

【申込み・問い合わせ】

胸部健診（集団健診）
【 対 象 】  40歳以上の方
【 内 容 】   胸部レントゲン撮影・基準に該当され

る方のみ喀痰細胞診検査

乳がん検診（個別検診）
【 対 象 】   40歳以上で、前年度市の乳がん検診

を受診していない女性
【 内 容 】   マンモグラフィ検査
※ 視触診は希望制です（ただし、視触診のみの受診はできま

せん。）。

骨粗しょう症検診（個別検診）
【 対 象 】   40、45、50、55、60、65、70歳の女性
【 内 容 】   骨密度測定、生活指導

大腸がん検診（個別検診）
【 対 象 】   40歳以上の方
【 内 容 】   便潜血検査2日法

身体の健康診断と同じように、もの忘れも定期的にチェック！
もの忘れ予防検診

【対 象】 令和６年度３月31日時点で70～81歳の市民 ※認知症と診断されている方は除く
【受 診 方 法】 申込不要、対象の方にご案内を送付
【検 診 機 関】 市内指定医療機関
【検 診 期 間】 ７月３日（月）～令和６年１月31日（水）
【内 容】 問診、筆記検査
【費 用】 無料
【問い合わせ】 高齢者支援課　地域支援係　☎︎ 042-420-2811
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敬老金等の贈呈
高齢者クラブ（老人クラブ運営費補助）
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サービスなどの内容や利用者負担額は令和 5 年 6 月 30 日
現在の制度によるものです。
サービスなどの内容については、変更などがある場合がご
ざいますので、詳しくは各担当までお問い合わせください。
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40歳以上の①ねたきり、またはそれに準ずる状態の方、あるいは②認知症により重度の介護が
必要な状態の方で、①および②いずれも、常時おむつを使用されている方（生活保護受給者な
どは対象外）

【問い合わせ】

【問い合わせ】

40歳以上の介護保険認定において要介護1以上の認定を受けている方で、医療保険適用の病院
に入院し、紙おむつ代を病院などに支払っている方（生活保護受給者などは対象外）

【 対 象 者 】

【 内 容 】 医療保険適用の病院に入院し、紙おむつ代を病院などに支払っている高齢者などに助成金の交
付を行います。

【 助 成 金 額 】 月額4,500円を上限とし、紙おむつ代の実費金額が上限額を下回った場合は、その金額を助成し
ます。
※紙おむつ給付サービスと紙おむつ助成金交付サービスの同月での利用はできません。

【問い合わせ】 高齢者支援課　高齢者サービス係　☎︎042-420-2810
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【問い合わせ】

【問い合わせ】

【問い合わせ】

【問い合わせ】
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市内在住の65歳以上の方で、次の状態に該当する方に対し、申請により障害者控除の認定書を交付します（身
体障害者手帳または愛の手帳を持っている方は、手帳により控除可能なため認定書は不要です）。この認定書
を基に確定申告をすると、所得税・住民税の障害者控除が適用されます。

【問い合わせ】

【問い合わせ】

【 問 い 合 わ せ 】
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下表の区分に応じた給付限度額および利用者負担があります。

【問い合わせ】

【給付限度額および利用者負担額】
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【問い合わせ】

【問い合わせ】

【問い合わせ】
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【問い合わせ】
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利用者の状況

利用者の状況

負担額

負担額

【問い合わせ】
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助成金を申請する年度内に開講された介護職員初任者研修課程を修了し、その証明書の交付を
受け、次の（1）および（2）のいずれかの要件を満たす方

（1）  西東京市内に住所を有し、西東京市内の介護サービス事業所に介護職員として就業する見込
みである方

（2）  西東京市内の介護サービス事業所において、介護職員として就業している方（西東京市内に
住所を有していなくても対象となります）

介護職員初任者研修課程の受講料（必須の教材、実習に要した費用などを含む）の一部を助成します。 
（助成上限額50,000円）

【問い合わせ】

【問い合わせ】
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【問い合わせ】

【問い合わせ】
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市内にお住まいの方で、民間アパートやマンションへの入居先が見つからないまたは更新がで
きない方など

市内にお住まいの方で、民間アパートやマンションへの入居や居住継続にお困りの方に対し、
市の担当者などが不動産店や内見に同行するなど住宅探しのお手伝いを行います。

保証人がいない場合は、保証委託契約をご案内します。保証人がいない場合は、保証委託契約をご案内します。
なお、保証会社と保証委託契約を結ぶ際には、保証会社の審査があり、保証委託料の利用者負なお、保証会社と保証委託契約を結ぶ際には、保証会社の審査があり、保証委託料の利用者負
担があります。担があります。

●保証委託料の一部助成

●初期費用の一部助成
●少額短期保険料の一部助成

【 助 成 制 度 】

【問い合わせ】

【問い合わせ】

【問い合わせ】
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高齢者クラブ（老人クラブ運営費補助）
【 対 象 者 】 西東京市に住民登録がある60歳以上の方（対象外の方の参加は各クラブと要相談）
【主な活動内容】  社会奉仕活動（施設訪問、防犯パトロールなど）、健康を進める活動（体操、グラウンドゴルフ

など）、生きがいを高める活動（手芸、研修旅行、カラオケなど）、その他活動
【問い合わせ】 高齢者支援課　地域支援係　☎︎042-420-2811
  ※窓口にて、現在活動している「高齢者クラブ」の一覧を希望者に配布しています。

いきいきミニデイ
【 対 象 者 】 市内在住のおおむね65歳以上の方
【 内 　 容 】  地域のミニデイ協力者が、一人暮らし、虚弱などで閉じこもりがちな高齢者の孤独感の解消

や心身機能の維持向上、地域とのつながりを深めることなどを目的に、趣味、レクリエーショ
ン、学習などの生きがいの場を提供しています。

  ※平成28年３月31日をもって、新規団体申請の受付を終了しました。
【問い合わせ】 高齢者支援課　地域支援係　☎︎042-420-2811
  ※窓口にて、現在活動している「いきいきミニデイ」の一覧を希望者に配布しています。

敬老金等の贈呈
【 対 象 者 】 市内在住の88歳、100歳の高齢者
【 内 　 容 】  敬老月間(9月）に敬老金などを贈呈します。
【問い合わせ】 高齢者支援課　高齢者サービス係　☎︎042-420-2810
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老人福祉センター•福祉会館
【 対 象 者 】 市内在住の60歳以上の方
【 内 　 容 】  高齢者が各種講座・サークルなどに参加して交流し、また健康保持のため 

活動する場と機会の提供を行っています。 
※各種講座・サークルなどの詳細は、各施設（72ページ参照）へご確認ください。

【問い合わせ】 高齢者支援課　地域支援係　☎︎042-420-2811

老人憩いの家「おあしす」
【 対 象 者 】 市内在住の60歳以上の方
【 内 　 容 】  教養の向上、レクリエーション、会議など、 

交流の場として利用できます。
【問い合わせ】 高齢者支援課　地域支援係　☎︎042-420-2811

ゲートボール場
【 内 　 容 】  高齢者の方の生きがいづくりと健康づくりを推進するための活動場所です。

【問い合わせ】 高齢者支援課　地域支援係　☎︎042-420-2811

名称 所在地

東町ゲートボール場 東町４-12

東京都シルバーパス
【 対 象 者 】 東京都在住の70歳以上の方
【 内 　 容 】  東京都内を走行する都営の地下鉄・バス・都電及び民営バスが利用できる「東京都シルバーパス」

を購入できます。有効期間は10月1日から翌年9月30日までです。
  ※各種申請（新規・更新・紛失など）は、最寄りの発行窓口で行います。
  ※ 市役所窓口では取り扱っていません。詳細は直接一般社団法人東京バス協会にお問い合わせ

ください。

西武バス
●田無駅案内所
●ひばりヶ丘駅南口案内所
●西原車庫　☎︎042-461-4450
※発行窓口に関する問い合わせは西原車庫へ。

【問い合わせ】 一般社団法人東京バス協会　☎︎03-5308-6950
  　お問い合わせの時間は午前9時から午後5時までです。
  　（土曜日・日曜日・祝日はお休みです。）

【最寄りの
 発行窓口】
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名称 所在地 電話番号
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※会員登録が必要です。

【問い合わせ】

【問い合わせ】

【問い合わせ】
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東京都国民健康保険団体連合会　介護相談指導課　介護相談窓口担当

要介護・要支援認定を受けたいけど 
どうすればいいの？
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皆さんが毎日を健康で過ごせる
ように、介護予防講座などを
行っています。

皆さんの現状に見合った制度や
サービスの紹介・申請のお手伝
いをします。
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手引き

介護保険と高齢者福祉の手引き

西
東
京
市

令和5年7月

西東京市消費者センター（相談専用電話）

西東京市 高齢者支援課 相談受付係 ☎042-420-2816（田無第二庁舎1階）
 ☎042-439-4425（保谷保健福祉総合センター1階）

【庁舎のご案内】	 田無庁舎
	 保谷庁舎

プリンティングイン株式会社

お問い合わせ先

田

田

田

田

田

田
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